
令和５年４月１日現在

自治体名 事業名
総事業費

（うち交付金所要額）
補助率 事業概要

110 万円
(55 万円)

1,968 万円
(913 万円)

711 万円
(533 万円)

903 万円
(602 万円)

2,380 万円
(227 万円)

355 万円
(237 万円)

303 万円
(140 万円)

303 万円
(151 万円)

7,033 万円
(2,858 万円)

 1/2

滋賀で生まれ育つ子どもたちへ子育て支援リーフレット、知
事メッセージ等を届けるとともに、出産・子育てへのポジティブ
キャンペーンを展開し、社会全体で出産・子育てを応援する
機運の醸成につなげようとするもの。

【重点メニュー】
子育て支援アプリを活用した子育て
支援の情報発信と相談体制の強化
事業

 2/3

妊娠、出産、乳幼児期から少年期までの子育て支援に関す
る情報を発信する。内容に応じて全体、または対象地域や子
どもの年齢で絞ったプッシュ型の通知を行うもの。さらに、子
育てサポートツールとして、子育ての悩みや不安について回
答を得られるオンライン型相談掲示板などを運用する。

【重点メニュー】
男性の家事育児参画推進事業

 2/3

商工会議所等経済団体と連携し、企業・経営者を対象とした
男性の育児休業取得促進等子育てに温かい職場環境づくり
のためのセミナー等を実施する。また、育児中の父親等を対
象に助産師・保健師による育児講座、家事シェア講座を実施
するもの。

高島市
高島市結婚・子育て応援ネットワー
ク事業

 1/2

地域の結婚支援等に積極的な企業・団体等に対して、ワー
ク・ライフ・バランスについての講演会を開催するなど結婚支
援、子育て支援に対する意識醸成を図る活動を実施する。ま
た、市内の団体と協働し、若者交流の機会の創出を図るも
の。

計

大津市

地域少子化対策重点推進交付金　活用状況【滋賀県】

１．地域少子化対策重点推進事業

あいはぐプロジェクト応援団事業  1/2

結婚支援イベントを開催する市町や関係団体のスキルアップ
を図る研修会および情報交換会を開催するほか、各種メディ
アを用いて市町等が開催する婚活イベント等の情報発信を
図るもの。

滋賀県

【重点メニュー】
しが出会いサポート地域連携推進
事業

 3/4

オンライン型結婚支援センター「しが・めぐりあいサポートセン
ター『しが結』」の登録会・相談会について、オンラインおよび
対面での伴走型支援を実施するとともに、オンライン方式も
含む婚活イベントを開催するもの。

【コンシェルジュ】
しが出会いサポート地域連携推進
事業（結婚コンシェルジュ事業）

 3/4
コンシェルジュを活用し、市町や企業が抱える課題の把握を
行うとともに、他県・市町の優良事例展開等を行い、新たな取
り組み参画が得られるよう働きかけるもの。

【重点メニュー】
子育て家庭地域見守りサポート事
業

 2/3

県ポータルサイトを活用した子育て支援情報の発信および
SNS等を活用してサイト利用を促進。また、ＳＮＳを活用して、
子育てや児童虐待等に関する子どもと親の悩み相談窓口を
設置するもの。

滋賀で誕生ありがとう事業



○都道府県主導型連携コース

自治体名 事業名
総事業費

（交付金所要額）
補助率 事業概要

3,000 万円
(2,000 万円)

510 万円
(340 万円)

480 万円
(320 万円)

900 万円
(600 万円)

3,240 万円
(2,160 万円)

600 万円
(400 万円)

1,460 万円
(973 万円)

900 万円
(600 万円)

750 万円
(500 万円)

270 万円
(180 万円)

720 万円
(480 万円)

360 万円
(240 万円)

150 万円
(100 万円)

300 万円
(200 万円)

60 万円
(40 万円)

30 万円
(20 万円)

13,730 万円
(9,153 万円)

※１万円未満は切り捨て

多賀町
多賀町結婚新生活支援事業補助

金
 2/3

計

豊郷町 豊郷町結婚新生活支援事業  2/3

甲良町 甲良町結婚新生活支援事業  2/3

東近江市
東近江市住まいる事業補助金（市

民結婚新生活支援事業）
 2/3

米原市 米原市結婚新生活支援事業  2/3

湖南市 湖南市結婚新生活支援事業  2/3

高島市 高島市結婚新生活支援事業  2/3

甲賀市
甲賀市結婚新生活支援補助金事

業
 2/3

野洲市 野洲市結婚新生活支援事業  2/3

守山市 守山市結婚新生活支援補助金  2/3

栗東市 栗東市結婚新生活支援事業  2/3

大津市
大津市結婚新生活支援事業補助

金
 2/3

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結
婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト（新居の家賃､
引越費用等）を支援する地方自治体を対象に、国が地方自
治体による支援額の一部を補助するもの。

≪国の交付要件≫
・夫婦ともに39歳以下かつ夫婦の合計所得500万円未満の
新規に婚姻した世帯(自治体独自要件を設けることも可能)

・補助上限額
夫婦ともに29歳以下：１世帯当たり60万円（国交付金額40万
円）
上記以外：１世帯当たり30万円（国交付金額20万円）

彦根市 彦根市結婚新生活支援事業  2/3

長浜市 長浜市結婚新生活支援事業  2/3

近江八幡市
近江八幡市結婚新生活支援補助

金
 2/3

草津市
令和5年度草津市結婚新生活支援

事業
 2/3

2．結婚新生活支援事業


